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自然再生事業の進め方

自然再生事業は、多様な主体の参画のもと生態系の観点から十分な事前調査を行い、科学的知見に基づき実施されること
が重要です。

自然再生事業※ 1

自然再生を行う地域は、自然生態系、生物多様性といった観点から選定される必要があります。

生態系を重視する観点から緊

急に自然を再生することが必

要な地域であって、次のいず

れかの区域を含む地域

調査の実施や計画の策定、事業の実施、完了後の維持管理に至るまでの流れの例を以下に示します。

※１　「国立公園、国定公園および国指定鳥獣保護区以外の地域」（その他地域）について、平成 14 から 16 年度の間は補助金の対象であったが、平成
17 年度の自然環境整備交付金の創設時にその対象外となった。

※２　平成 19 年度から新規に着手する国指定鳥獣保護区における自然再生事業は、国直轄の保全事業として実施する。
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事業内容例　
・植生の復元
・生物の生息環境の改善
・その他

事業手法例　
・地域の自然素材活用
・人力による集約的作業
・その他

事業

モニタリング
必要な修正

検討

※各事業主体が生態系の詳細調査、再生・管理手法の検討を
行い、多様な主体との合意形成等を踏まえて策定する自然
再生事業に係る計画

・生態系の現状 ・過去の自然の状況
・地域の産業動向 ・その他

生態系の観点からの詳細調査

●事例
・植生の復元方法  
・生物の生息環境の改善方法　・整備手法
・完了後のモニタリング手法　・その他

再生手法および管理手法の検討

・事業予定地域
・自然再生の基本的な考え方
・自然再生の内容
・完了後の維持管理方針    ・その他

自然再生推進計画の策定※

・ボランティアの参画
・モニタリング
・自然環境学習

・NPO 等との役割分担
・普及啓発
・その他

維持管理

事例　

完了
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調査・検討

事業

国立公園
事業主体：環境省

（国費 10 ／ 10）

国定公園　
国指定鳥獣保護区※２

事業主体：地方公共団体
自然環境整備交付金事業

（事業費の 45％を限度に交付）

対象地域

対象地域

改変の状況が顕著であり、
社会的関心が高いなど
例えば、竜串、伊豆沼・内沼、
三番瀬など

生物の生息・生育環境の連
続性の確保という観点から
重要な位置にあるなど

例えば、大台ケ原、森吉山
麓高原、八幡湿原など

希少野生動植物等の重要な
生息・生育の場であるなど

例えば、釧路湿原、小笠原、
小佐渡東部など

自然環境再生の必要性、
効果が高い区域

生物多様性保全のため
再生する必要がある区域

地域を代表する
自然生態系を有する区域

調査・事業の流れ1 事業メニュー 3

2
自然再生事業の実施




